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就職活動の流れ
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・プレエントリーした学生が、志望企業への理解を深めるため、

会社から「リクルーター」として選出された大学OB・OG社員に

会って話を聞く機会

・学生が社員と個別に会うため、ハラスメントが発生する可能性がある
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大林組の取り組み

（１）就活ハラスメント対策の行動規範の制定

（２）ハラスメント対策室を中心とした社内の環境づくり
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（１）就活ハラスメント対策の行動規範の制定

「リクルート活動における行動規範」制定

大林組は、学生に対して社員がパワーバランス上優位にある立場を利用して、

ハラスメントを起こすことがないよう、行動規範（①～③）を制定し、

社員に人権を尊重、重視した行動の厳守を周知・徹底することとしました。

① OB・OG面談のルール制定

② 就活ハラスメント相談窓口設置

③ 社員への周知啓発
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（１）就活ハラスメント対策の行動規範の制定
① OB・OG面談のルール

・事前申請を行い、会社の許可がない面談は不可

→「誰が、誰と、どこで、いつ会うか」の明確化

・面談場所を次のいずれかの場所に限定

会社施設の会議室又はオープンスペース、学生の所属学校施設

喫茶店・レストラン等（個室は不可）、会社指定のWEB会議システム

・連絡手段は電話または会社アドレスのメールに限定

・面談は原則昼間

→学生がハラスメントを受けない状況をつくる
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（１）就活ハラスメント対策の行動規範の制定
② 就活ハラスメント相談窓口設置

・相談を受け付ける専門の窓口を社内と社外に設置

→学生からの相談に応じられる体制を構築

※ 初回面談時に学生に

右記カードを配布し、

相談窓口説明を実施
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（１）就活ハラスメント対策の行動規範の制定
③ 社員への周知啓発

• リクルーターを対象に、社内外の講師による研修実施

① OB・OG面談ルールの周知

② 就活のトレンドをふまえたケーススタディ

③ リクルーターの重要性や責任感を再認識するプログラム

→面談ルールの遵守、ハラスメント防止につながる知識や対応、

心構えを学習
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（２）ハラスメント対策室を中心とした社内の環境づくり①

・社員への周知

ハラスメント防止ガイドラインの制定

・毎年実施していること

ハラスメントに関するアンケート調査、調査結果開示

eラーニング実施
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（２）ハラスメント対策室を中心とした社内の環境づくり②

・啓発ツール（携帯用リーフレット・ポスター）の配布

→様々な機会をとおして、社員にハラスメント防止に対する意識を高めてもらい、
ハラスメントを起こさない会社を目指す

ポスター

携帯用リーフレット
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